
条
　
　
　
　
　
例

○
山
梨
県
議
会
議
員
及
び
山
梨
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運

動
の
公
費
負
担
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
三
二
）号
外（
三
四
）
三

三

○
選
挙
長
等
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
（
三
三
）
同
　

同
　
　
同

例
○
山
梨
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
三
四
）
同
　

同
　
　
同

○
山
梨
県
営
病
院
諸
収
入
条
例
及
び
山
梨
県
営
病
院
事
業
の
設
置

等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
三
五
）
同

一
三

同

○
山
梨
県
奨
学
金
貸
付
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
三
六
）
同

一
四

同

○
山
梨
県
高
等
学
校
定
時
制
課
程
及
び
通
信
制
課
程
修
学
奨
励
金

貸
付
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
三
七
）
同

同

同

○
山
梨
県
地
域
改
善
対
策
高
等
学
校
等
奨
学
資
金
貸
与
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

（
三
八
）
同

一
五

同

○
山
梨
県
警
察
組
織
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
三
九
）
同

一
五

同

規
　
　
　
　
　
則

○
山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
七
七
）

三
七
九

五

○
平
成
十
二
年
度
市
町
村
分
に
係
る
地
方
交
付
税
の
う
ち
普
通
交

付
税
の
額
の
算
定
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
七
八
）号
外
（
四
二
）

一

三
一

○
平
成
十
二
年
度
市
町
村
分
に
係
る
地
方
特
例
交
付
金
の
額
の
算

定
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
七
九
）
同

同

同

告
　
　
　
　
　
示

○
保
安
林
の
指
定
の
解
除
の
予
定

（
三
二
八
）

三
七
一

二

○
腐
蛆そ

病
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
み
つ
ば
ち
等
の
移
動
を

禁
止
す
る
区
域
の
指
定
の
解
除

（
三
二
九
）

三
七
一
　
同

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
一
部
変
更
の
認
可

（
三
三
〇
）

三
七
一

同

○
土
地
収
用
事
業
の
認
定

（
三
三
一
）

三
七
一

同

○
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
道
路
位
置
指
定

（
三
三
二
）

三
七
二

同

○
土
地
改
良
事
業
施
行
認
可
申
請
の
適
当
決
定

（
三
三
三
）

三
七
二

同

○
救
急
病
院
等
か
ら
の
申
出
の
撤
回

（
三
三
四
）

三
八
一

五

○
救
急
病
院
等
の
認
定

（
三
三
五
）

同

同

○
予
防
接
種
の
業
務
を
行
う
医
師

（
三
三
六
）

同

同

○
予
防
接
種
の
業
務
の
承
諾
を
撤
回
し
た
医
師

（
三
三
七
）

同

同

○
道
路
の
区
域
変
更

（
三
三
八
）

三
八
二

同

○
有
害
図
書
の
指
定

（
三
三
九
）号
外（
三
六
）
一

六

○
結
核
予
防
法
に
基
づ
く
医
療
機
関
の
指
定

（
三
四
〇
）

三
八
九

一
二

○
道
路
の
区
域
変
更

（
三
四
一
）

同

同

（
三
四
二
）

○
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
道
路
位
置
指
定
（
二
件
）

〜
　

同

同

（
三
四
三
）

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し
の
縦
覧

（
三
四
四
）

三
九
〇

同

○
結
核
予
防
法
に
基
づ
く
医
療
機
関
の
指
定

（
三
四
五
）

四
〇
三

一
六

○
結
核
予
防
法
に
基
づ
く
医
療
機
関
の
廃
止

（
三
四
六
）

同

同

○
電
線
共
同
溝
を
整
備
す
べ
き
道
路
の
指
定

（
三
四
七
）

同

同

○
道
路
の
区
域
変
更

（
三
四
八
）

同

同

○
道
路
の
供
用
開
始

（
三
四
九
）

四
〇
四

同

○
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
道
路
位
置
指
定

（
三
五
〇
）

同

同

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更

（
三
五
一
）

四
〇
七

一
九

○
都
市
公
園
の
区
域
の
変
更

（
三
五
二
）

同

同

山
梨
県
公
報

第
千
二
百
十
五
号
附
録
　
　
平
成
十
三
年
八
月
二
日

定
価（
消
費
税
別
）一
箇
年
　
一
六
、〇
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
目
録

公
文
件
名
の
下
の
数
字
上
段
括

例

弧
内
は
番
号
、中
段
は
ペ
ー
ジ
、

凡

下
段
は
掲
載
日
を
示
す
。

第
千
二
百
六
号
か
ら

本
紙

第
千
二
百
十
四
号
ま
で

第
三
十
四
号
か
ら

号
外

第
四
十
二
号
ま
で

平
成
十
三
年

七
　
月
　
中

｛｛

、
、



○
土
地
改
良
事
業
の
施
行
協
議
に
対
す
る
同
意

（
三
五
三
）

同

同

（
三
五
四
）

○
土
地
改
良
事
業
施
行
認
可
申
請
の
適
当
決
定
（
二
件
）

〜
　
　

同

同

（
三
五
五
）

（
三
五
六
）

○
道
路
の
区
域
変
更
（
二
件
）

〜
　

四
一
五

二
六

（
三
五
七
）

○
道
路
の
供
用
開
始

（
三
五
八
）

同

同

○
平
成
十
三
年
度
山
梨
県
県
民
意
識
調
査
の
実
施

（
三
五
九
）

四
二
九
　
三
〇

○
都
市
公
園
の
区
域
の
変
更

（
三
六
〇
）

同

同

公
　
　
　
　
　
告

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

三
七
二

二

○
落
札
者
等
の
決
定
に
つ
い
て

三
八
二

五

○
換
地
処
分
の
届
出
（
二
件
）

同

同

○
開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

（
二
件
）

三
八
三

同

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

同

同

○
平
成
十
三
年
度
行
政
書
士
試
験
の
実
施

三
八
七

九

○
山
梨
県
職
業
能
力
開
発
計
画

三
九
〇

一
二

○
建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し
（
五
件
）

三
九
七

同

○
都
市
計
画
の
変
更
案
の
縦
覧

三
九
八

同

○
開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

（
二
件
）

三
九
九

同

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項
の
変

更
の
届
出

四
〇
四

一
六

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
見

地
か
ら
の
意
見

四
〇
八

一
九

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任
（
三
件
）

同

同

○
落
札
者
等
の
決
定
に
つ
い
て

四
一
三

二
三

○
開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

（
二
件
）

四
一
六

二
六

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

同

同

○
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
廃
止

四
二
九

三
〇

○
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
の
廃
止

四
三
〇

同

○
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
指
定
の
辞
退

同

同

○
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定

同

同

○
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
の
指
定

同

同

○
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
指
定

四
三
一

同

選
挙
管
理
委
員
会

○
公
職
選
挙
法
等
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

号
外（
三
五
）

一

三

○
個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
指
定

同

同

同

○
条
例
の
制
定
若
し
く
は
改
廃
の
請
求
又
は
監
査
の
請
求
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
一
定
数
　

号
外（
三
七
）

一

一
一

県
議
会
の
解
散
の
請
求
又
は
知
事
等
若
し
く
は
県
の
選
挙
管

○
理
委
員
会
等
の
委
員
の
解
職
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

同

同

同

選
挙
権
を
有
す
る
者
の
一
定
数

○
県
議
会
の
議
員
の
解
職
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
選
挙

権
を
有
す
る
者
の
一
定
数

同

同

同

○
参
議
院
山
梨
県
選
出
議
員
選
挙
の
選
挙
長
及
び
そ
の
職
務
を

代
理
す
べ
き
者
　

号
外（
三
八
）

一

一
二

○
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
の
選
挙
分
会
長
及
び
そ
の

職
務
を
代
理
す
べ
き
者

同

同

同

○
参
議
院
山
梨
県
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
選
挙
会
の
場
所
及

び
日
時

同

同

同

○
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
選
挙
分
会
の
場

所
及
び
日
時

同

同

同

○
参
議
院
山
梨
県
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
政
見
放
送
の
放
送

の
順
序
を
定
め
る
く
じ
を
行
う
日
時
及
び
場
所

同

二

同

○
参
議
院
山
梨
県
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
選
挙
公
報
の
掲
載

順
序
を
定
め
る
く
じ
を
行
う
日
時
及
び
場
所

同

同

同

○
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
選
挙
公
報
の
掲

載
順
序
を
定
め
る
く
じ
を
行
う
日
時
及
び
場
所

同

同

同

○
参
議
院
山
梨
県
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
ポ
ス
タ
ー
掲
示
場

に
ポ
ス
タ
ー
を
掲
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
日

同

同

同

参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
参
議
院
名
簿
届

○
出
政
党
等
の
名
称
及
び
略
称
並
び
に
参
議
院
名
簿
登
載
者
の

同

同

同

山
梨
県
公
報

第
千
二
百
十
五
号
附
録
　
　
平
成
十
三
年
八
月
二
日

二



氏
名
の
掲
示
の
掲
載
順
序
を
定
め
る
く
じ
を
行
う
日
時
及
び

場
所

○
参
議
院
山
梨
県
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
に
関
す

る
支
出
金
額
の
制
限
額

同

同

同

○
個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設

同

三

同

○
参
議
院
山
梨
県
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
選
挙
長
の
事
務
を

行
う
場
所

同

同

同

○
参
議
院
山
梨
県
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
選
挙
立
会
人
を
定

め
る
く
じ
を
行
う
べ
き
場
所
及
び
日
時

同

同

同

○
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
選
挙
立
会
人
を

定
め
る
く
じ
を
行
う
べ
き
場
所
及
び
日
時

同

同

同

○
参
議
院
山
梨
県
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
候
補
者
の
届
出
　
　
　
号
外（
三
九
）

一

同

○
参
議
院
山
梨
県
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
候
補
者
の
届
出
記

載
事
項
の
異
動
の
届
出

号
外（
四
〇
）

一

二
三

○
政
治
団
体
の
名
称
等
の
届
出
　
　

号
外（
四
一
）

一

二
四
　

教

育

委

員

会

○
山
梨
県
立
高
等
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

四
一
六

二
六

人

事

委

員

会

○
平
成
十
三
年
度
山
梨
県
職
員
採
用
初
級
及
び
中
級
試
験
並
び

に
小
中
学
校
事
務
職
員
及
び
栄
養
職
員
採
用
試
験
の
実
施
　

三
七
三

二

○
第
五
十
七
回（
平
成
十
三
年
度
）警
察
官
採
用
試
験
Ｂ
の
実
施

三
七
五
　
同

監
　
査
　
委
　
員

○
外
部
監
査
人
の
監
査
の
事
務
を
補
助
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

旨
の
協
議

三
八
八

九

公

安

委

員

会

○
遊
技
機
の
型
式
の
検
定

三
八
三
　
　
五

○
遊
技
機
の
型
式
の
検
定

三
九
九

一
二

○
指
定
講
習
機
関
の
代
表
者
の
氏
名
の
変
更

四
〇
四

一
六

○
遊
技
機
の
型
式
の
検
定

四
一
〇

一
九

○
山
梨
県
公
安
委
員
会
公
文
規
則

四
一
七

二
六

○
平
成
十
三
年
度
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
及
び
機
械

警
備
業
務
管
理
者
講
習
の
実
施
に
つ
い
て

四
二
六

同

○
遊
技
機
の
型
式
の
検
定

四
二
七

同

そ
　
　
の
　
　
他

○
一
般
競
争
入
札
に
つ
い
て

四
〇
〇

一
二

○
あ
っ
せ
ん
員
候
補
者
の
告
示

四
一
一

一
九

正
　
　
　
　
　
誤

○
平
成
十
三
年
三
月
十
五
日
付
け
第
千
百
七
十
七
号
中

三
八
四

五

○
平
成
十
三
年
三
月
二
十
六
日
付
け
第
千
百
八
十
号
中

同

同

○
平
成
十
三
年
三
月
三
十
日
付
け
号
外
第
二
十
一
号
中

三
八
五

同

○
平
成
十
三
年
三
月
十
五
日
付
け
第
千
百
七
十
七
号
中

四
〇
五

一
六

○
平
成
十
三
年
三
月
三
十
日
付
け
号
外
第
二
十
一
号
中

四
〇
六

同

○
平
成
十
三
年
五
月
七
日
付
け
第
千
百
九
十
号
中

同

同

○
平
成
十
三
年
三
月
二
十
二
日
付
け
第
千
百
七
十
九
号
中

四
一
二

一
九

○
平
成
十
三
年
三
月
三
十
日
付
け
号
外
第
十
五
号
中

同

同

○
平
成
十
三
年
三
月
三
十
日
付
け
号
外
第
二
十
号
中

同

同

○
平
成
十
三
年
三
月
三
十
日
付
け
号
外
第
二
十
一
号
中

同

同

○
平
成
十
三
年
三
月
三
十
日
付
け
号
外
第
二
十
一
号
中

四
二
七

二
六

山
梨
県
公
報

第
千
二
百
十
五
号
附
録
　
　
平
成
十
三
年
八
月
二
日

三



山
梨
県
公
報

第
千
二
百
十
五
号
附
録
　
　
平
成
十
三
年
八
月
二
日

四

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号

発
　
行
　
者
　
　
　
山
　
　
　
　
　
梨
　
　
　
　
　
県

甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

株
式

印
　
刷
　
所

会
社
　
サ
　
ン
　
ニ
　
チ
　
印
　
刷

平
成
十
三
年
八
月
二
日
　
印
　
刷

平
成
十
三
年
八
月
二
日
　
発
　
行


